
入 札 説 明 書 

 

１．公告日：令和 ７年１１月 ６日  

 

２．施工管理 

   名 称：全国農業協同組合連合会 石川県本部 

   住 所：金沢市松島一丁目１番 

   電 話：０７６-２４０-５４５１ 

   施工管理担当者：穴田 渉   E-mail：anata-wataru@zennoh.or.jp 

 

３．見積設計参加資格の確認 

  本競争入札の参加希望者は、一般競争入札公告２．に掲げる参加資格を有することを証明

するため、次のとおり一般競争入札参加資格申請書を提出し、前項の施工管理担当者から見

積設計参加資格の有無について確認を受けなければならない。 

  なお、期限までに申請書を提出しない者、ならびに参加資格が無いと認められた者は、見

積設計に参加出来ないものとする。 

（１）提出期間：令和 ７年１１月 ７日（金） ～ 令和 ７年１１月２１日（金）の 

土日祝日を除く毎日、１０時から１５時まで 

（２）提出場所：全農石川県本部 農機施設課（ＪＡ全農いしかわ農機センター内） 

（３）提出方法：上記場所に持参もしくは郵送すること。 

（４）見積設計参加資格確認通知： 

提出された書類を審査し、令和 ７年１１月２１日（金）１６時までに不適格者に通知する。 

（５）申請書の作成 

申請書は、一般競争入札公告２．に沿って、後日配布する申請書（様式 1）により作成

し、下記添付書類とともに２部提出する。 

  【添付書類】 

ア． 業務報告書（直近年度のもの） 

事業概要、役員一覧、営業所とその所在地一覧等を含む会社（法人）概要書、及び 

貸借対照表・損益計算書を含む決算報告書 

  イ．建設業許可通知書（写） 

    申請日現在の許可状況と一致する通知書の写し、または許可証明書の写し 

  ウ．工事経歴書（直近３ヶ年間分） 

    経営審査申請書に添付した工事経歴書の写しを添付 

  エ．技術職員名簿 

    直近の経営審査の審査基準日時点の技術職員名簿 

オ．経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書（直近３ヶ年間分） 

カ．対象工事と同種の設計及び 100,000 千円以上の元請施工実績が過去 10 年間以内に 

1 件以上あることを示す書類 



  キ．商業登記簿謄本（原本） 

ク．その他競争参加資格を証明するものすべて 

ケ．誓約書「様式２・３」 

コ．申立書「様式４・５」 

（６）その他 

  ア．申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

  イ．施工管理担当者は、提出された申請書及び資料を、入札参加資格の確認以外に提出者

に無断で使用しない。 

  ウ．提出された申請書及び資料は返却しない。 

  エ．提出期限以降における申請書または資料の差し替え、及び再提出は認めない。 

 

４．見積設計参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明 

  見積設計参加資格が無いと認められた者は、施工管理担当者に対して参加資格が無いと認

めた理由について、次の通り書面（様式は自由）により説明を求めることが出来る。 

（１）提出期限：令和 ７年１１月２１日（金）１７時まで  

（２）提出場所：ＪＡ全農いしかわ 農機施設課 

（３）提出方法：電子メール。 

（４）契約担当窓口は、説明を求められたときは、令和 ７年１１月２１日（金）１８時まで

に説明を求めた者に対し書面（ＦＡＸ送信）をもって回答する。 

 

５．現場説明会 

現場説明会は行なわない。 

 

６．入札参加資格申請書様式及び設計図書配布 

  「申請書」様式及び入札説明書、設計図書等の配布を次のとおり行う。 

（１） 配布日時：令和 ７年１１月 ７日(金) ～ 令和 ７年１１月２１日(金)の 

土日祝日を除く毎日、１０時から１５時まで 

（２） 配布方法： 

ア． 本説明書８頁の「申請書様式等送付依頼書」に必要事項を記載し、下記アドレス

へＰＤＦにより電子メールをする。 

全農石川県本部農機施設課 穴田 渉 宛 anata-wataru@zennoh.or.jp 

（３）見積設計日程： 

   標準見積書・仕様書等提出期日 

日  時： 令和 ７年１１月２１日(金) １５時まで 

場  所： 全農石川県本部 農機施設課  

   

（４）提出書類： 

標準見積書                      ２部 

見積設計仕様書            ２部 



フローシート・図面              ２部 

 

７．入札説明書（要項書等資料含む）に対する質問 

  入札説明書および要項書等資料に対する質問がある場合は、次のとおりとする。なお、質

問が無い場合においても次のとおり、「無い」旨の書面提出を行なうこととする。 

 （１）質問書提出 

日  時：令和 ７年１１月１８日(火) １２時までに 

場  所：全農石川県本部 農機施設課     

提出方法：電子メール。 

全農石川県本部農機施設課 道下 幸也 宛  michishita-yukiya@zennoh.or.jp 

 （２）応答書交付 

日  時：令和 ７年１１月１９日(水) １５時までに 

方  法：質疑書に記載の電子メールアドレスへ、送信する。 

 

８．一般競争入札参加資格の確認 

  見積設計参加資格を有する業者は、指示に基づき見積設計を行い、見積設計仕様書および

標準見積書を提出し、施工管理担当者から一般競争入札参加資格の有無について確認を受け

なければならない。なお、期限までに申請書を提出しない者、ならびに参加資格が無いと認

められた者は、一般競争入札に参加出来ないものとする。 

 

９．一般競争入札参加資格が無いと認めた者に対する理由の説明 

  一般競争入札参加資格が無いと認められた者は、施工管理担当者に対して参加資格が無い

と認めた理由について、次の通り書面（様式は自由）により説明を求めることが出来る。 

（１）提出期限：令和 ７年１１月２１日(金) １７時まで 

（２）提出場所：全農石川県本部 農機施設課 

（３）提出方法：書面は持参することにより提出するものとし、郵送または電送によるものは

受け付けない。 

（４）契約担当窓口は、説明を求められたときは、令和 ７年１１月２２日(金)１８時までに

説明を求めた者に対し書面（ＦＡＸ送信）をもって回答する。 

 

１０．入札及び開札の日時及び場所等 

  入札者は次の日時・場所に出頭し、指示に従って入札書を提出する。 

（１） 日時：令和７年１１月２５日(火) １３時３０分(予定) 

（２）場所：ＪＡ加賀 本店 ２階研修室（加賀市作見町ホ１０番地１） 

（３）その他：代理人が入札するときは、委任状を事前に提出すること。 

 

１１．入札方法：次の要項のとおり入札を執り行う。 

 

 



【一般競争入札要項】 

１．施 主 

   施主名：加賀農業協同組合                           

   住 所：加賀市作見町ホ１０番地１ 

   電 話：０７６１-７３-１３１３  

   代表者：代表理事組合長 道 田 肇 

２．契約者 

   名 称：全国農業協同組合連合会 石川県本部                  

   住 所：金沢市古府１丁目２２０番地                      

   代表者：県本部長 中 西 良 祥                         

３．施工管理 

   名 称：全国農業協同組合連合会 石川県本部                  

   住 所：金沢市松島１丁目１番                        

   電 話：０７６－２４０－５４５１                       

   施工管理担当者：穴田 渉    補助者：道下 幸也                             

４．工事名称 

   事業年度  ：令和７年度 

   補助事業名：畑作等促進整備事業 

   工 事 名  ：ＪＡ加賀 奥谷防霜ファン設置工事（製造請負） 

５．工事場所 

        ：加賀市奥谷町地内 

６．工 期（予定） 

   着   工：令和 ７年１０月下旬  

   完   成：令和 ８年 ２月下旬  

   引き渡し ：令和 ８年 ２月下旬  

７．支払条件 

   完成引渡後一括支払い。  

８．補 償 

  系統建設工事総合補償制度等に加入するものとする。系統建設工事総合補償制度の保険料

は工事金額（税込）に 0.27％を乗じて算出する。 

９．入札条件 

「基本設計条件書」等にもとづく提出書類による。 

10．工事範囲 

  入札条件および要項書指示事項の範囲とする。 

11．支給建材機器 

   なし。 

12．別途工事 

   なし。                                                                          

13．請負業者の決定方法 



  一般競争入札心得による。 

14．契約 

  全農所定の工事指図書（工事請負約款添付）と工事受注確認書により全農と契約する。

なお、落札した請負者が暴力団等の関係者であることが判明した場合は契約できない。 

15．入札書記載金額 

（１）入札書に記載する金額は消費税を除いた金額とすること。 

（２）契約価格は決定金額に消費税額を加えた金額とする。 

16．官庁その他への手続き 

  建築確認申請を除く工事に必要な諸官庁その他への手続きは、一切請負業者の負担で行な

う。  

17．請負業者決定後の提出書類 

（１）発注決定後 

   ア．実施設計図書等           ５ 部 

      （設計図書、仕様書、工事費明細書） 

   イ．工程表               ２ 部 

   ウ．施工図               ２ 部    

（２）工事中 

   ア．工事日報              ２ 部 

   イ．工事記録 

①月 報 

         工事記録写真を添えた月報を ２ 部提出する。 

②写 真 

         主要な工事の進捗をＡ４版写真帳に収め、 ２ 部提出する。 

   ウ．追加・変更設計図書         ５ 部 

（３）試運転完了後 

   ア．特殊設備機器試験結果表       ２ 部 

（４）引き渡し後 

   ア．出来高設計図書           ５ 部 

   イ．写真                ５ 部 

      完成時の写真をＡ４版写真帳に収める。 

   ウ．取扱説明書             ２ 部 

   エ．保守点検チェックリスト       ２ 部 

   オ．消耗品リスト            ２ 部 

（据付工事費に計上する資材単価は最新版の物価資料により、労務費は令和７年度公共工事設計労務単価による。） 

18．保安等 

  近隣の居住者および所有者への保安及び振動騒音には、十分な対策を講じて工事を行なう。

もし、これらに関する注意及び苦情の申し出があった場合は、請負業者の負担において解決

する。 

19．産業財産権の保証 



(1) 産業財産権について何らかの問題が発生した場合は、施主および代行者の事業に支障

のないよう請負者の責任において解決する。 

(2) 万一損害が施主に発生する場合はその賠償の責を負い、将来に渡って施設が使用可能

な状態を維持すること。 

(3) 上記の内容を厳守することを別紙の誓約書として見積参加時に提出すること。 

20．情報処理プログラムの取扱い 

(1)  将来、施主が当施設について改修や機能向上を行うにあたり制御または情報処理用プ

ログラムの改造を伴う場合、施主はプログラムの変更切除その他の改変が可能である

こととし、この場合施工者は著作権等に関する主張を行わないこと。 

21． その他 

(1)  仮設物に関する電力、用水、電話等の経費は、全て請負業者の負担とする。 

(2)  竣工時の竣工パンフレット等の作成費用に協力を求める場合がある。 

                                       

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【一般競争入札心得】 

入札者は、下記の事項に注意し、厳正に入札を行なう。 

 

１．入札者は指定の日時、場所に出頭し、指示に従って入札書を提出する。 

２．代理人が入札する時には、入札前に委任状を提出する。 

３．入札書には、 

（１）工事金額 

（２）工事名 

（３）宛名   加賀農業協同組合 代表理事組合長 道 田  肇 

        全国農業協同組合連合会 石川県本部 県本部長  中 西 良 祥 

（４）社名・社印・代表者名・代表者印 

（５）入札年月日 

（６）代理人が出席する場合、代理人名および代理人印 

４．入札者は、要求に応じて提出出来るよう内訳明細書を持参する。 

５．次の各号に該当する者の入札は、無効または失格とする。 

（１）入札参加資格のない者 

（２）代理人で委任状を提出しない者 

（３）入札に必要事項を記載しない者 

（４）同時に２つ以上の入札書を提出した者 

（５）入札に関して不正な行為を行った者 

（６）入札の時間に遅れてきた者 

６．入札保証金の納付の必要はない。 

７．入札の回数は３回までとし、次の方法により請負業者を決定する。 

（１）３回以内に見積設計目標価額内に達した最低価額者。 

（２）３回の入札を行っても目標価格に達しない場合は、不調として入札を終了する。 

（３）同額入札書の提出は抽選による。 

（４）最低制限価格は設定しない。 

以上 

 

 

 



 

 

※上物建築工事に付帯する敷地整備工事は、この表の範囲内で補償する。 (R4.4)
　 全農が土木造成・造園工事とその上物建築工事とを合わせて受注した場合の土木造成・造園工事の補償は、「系統建設工事総
合補償の補償範囲（土木工事）」による。
※各保険について、保険金を支払わない場合の詳細については、履行保証保険普通保険約款参照のこと。

保険種類

（地盤崩壊危険担保特約）

系統建設工事総合補償の補償範囲（建設工事）

■補償内容：
火災・破裂・爆発・盗難・作業ミス・落雷・風災・雪災・その他偶然な事故による工事物件の損害。
■自己負担額（控除額）：
火災・落雷・破裂および爆発を除き10万円
■補償期間：
着工日から工事受渡完了日まで
■補償の対象外の工事：
単独土木造成・造園（緑化木工事含む）工事（上物建築工事をともなわない工事をいう）
■補償内容：
第三者に対する法律上の賠償責任。（損害賠償金・応急手当・争訟費用等）
【補償限度額】
〔身体〕1名　1億円、1事故　4億円    〔財物〕1事故　3億円
■自己負担額（控除額）：
〔身体〕1事故　1,000円　　　　　       〔財物〕1事故　1,000円
■補償期間：
着工日から工事受渡完了日まで

火災・爆発・風水災
・その他

建設工事保険

補償種類 補　　　償　　　の　　　内　　　容

■補償内容：
請負業者の履行不能により未完成工事を完成させるための差額。補償限度額は工事請負金額（消費税含
む）に30％を乗じて得た額。
■自己負担額（控除額）：
なし
■補償期間：
業者決定日から工事受渡完了日まで

履行保証保険 工事履行

■補償内容：
工事目的物の契約不適合について、倒産等の理由により請負業者が債務を履行できなかったことによる修
復等の費用。
【補償限度額】
工事請負金額（消費税含む）の30％以内で、1事故3,000万円が限度。
制度全体で1年間を通じ1億円。
■自己負担額（控除額）：
10万円（ただし、損害額が10万円を超えた場合は全額を補償する。）
■補償期間：
工事受渡完了日から最長10年間。（工事請負契約約款で10年以下のものはその期間による。）

倒産業者等による工事

目的物の契約不適合

■補償内容：
地下工事、基礎工事または土地の掘削工事に伴って不測かつ突発的に発生した、土地の沈下・隆起・移
動・軟弱化、土砂崩れもしくは土砂の流出・流入に起因する、第三者に対する賠償責任。
【補償限度額】
1被害者　1,000万円　　　　1事故　2,000万円
■自己負担額（控除額）：
1被害者　20万円　　　　　1事故　100万円（ただし、1被害者当たりの自己負担額20万円を適用した場合の
てん補額と1事故についての自己負担額100万円を適用した場合のてん補額を比較し、いずれかてん補額
が高額となる方による。）
■補償期間：
着工日から工事受渡完了日まで

請負業者
賠償責任保険

賠償責任

地盤崩壊に起因する

賠償責任

履行保証保険
（瑕疵担保保証特約）

請負業者
賠償責任保険



様式６ 

 
申請書様式・基本設計 送付依頼書 

 

                                       令和    年   月   日 

 

 

加賀農業協同組合  

代表理事組合長 道 田 肇 殿 

 

        

      商号又は名称               

      担 当 者 所 属               

      担 当 者 氏 名               

      担当者 E-mail                            

          

 

下記の競争入札において、申請様式及び基本設計条件書を入手したいので送付を依頼します。 

 

 

記 

 

１． 公 告 日： 令和 ７年１１月 ６日（木） 

 

２． 事業主体名： 加賀農業協同組合 

 

３． 補助事業名： 令和７年度畑作等促進整備事業 

       

４． 工 事 名： ＪＡ加賀 奥谷防霜ファン設置工事（製造請負） 

 

５． 配布日 時： 令和 ７年１１月 ７日（金） １０時から 

令和 ７年１１月２１日（金） １５時まで 

 

６． 送付依頼先： 全農石川県本部 穴田 渉 宛 

      anata-wataru@zennoh.or.jp 

 

以上 


